
証券コード　２５８６
2021年８月24日

株　主　各　位
東京都千代田区九段北三丁目２番28号
株 式 会 社 フ ル ッ タ フ ル ッ タ
代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 C E O 長 澤 　 誠

臨時株主総会及び
普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記

により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、新型

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面又
はインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわら
ず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2021年９月13日（月曜日）
午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年９月14日（火曜日）午前10時　(受付開始 午前9:30)
２．場 所 東京都千代田区五番町一丁目10番

市ヶ谷大郷ビル６F
ＡＰ市ヶ谷　Ｃルーム

　(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

・事前に議決権を行使いただきました株主様には、議案の賛否にか
かわらず、お一人につきＱＵＯカード1枚(500円分)を、10月上旬
頃お送りさせていただきます。
・本株主総会は、ご来場株主様へのお土産はございません。何卒ご
理解いただきますようお願い申しあげます。
2021年９月４日（土曜日）0時から９月５日（日曜日）24時までの期間は、
システムメンテナンス作業のため、議決権行使ウェブサイトのご利用ができま
せんので、予めご承知おきください。
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３．目 的 事 項
［臨時株主総会］

決 議 事 項
第１号議案　 定款一部変更の件
第２号議案　 取締役１名選任の件

［普通株主様による種類株主総会］
決 議 事 項

　議　案 定款一部変更の件

以　上

◎感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数は大幅に減
少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がござい
ます。予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。

◎株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は取りやめさせていただ
いております。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。

・書面による議決権行使の場合は、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2021年９月13日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。

・インターネットによる議決権行使の場合は、後掲の「インターネットによる議決権
行使についてのご案内」をご確認の上、2021年９月13日（月曜日）午後６時まで
に賛否をご入力ください。

・インターネットにより議決権を行使された株主様につきましては、議決権行使書用
紙をご返送いただいた場合でも、インターネットによる議決権行使を有効な意思表
示として取り扱わせていただきます。

・インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたもの
を有効な意思表示として取り扱わせていただきます。

・株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけ
ませんので、ご注意くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上
の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.frutafruta.com/ir/）に掲載させて
いただきます。
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《インターネットによる議決権行使についてのご案内》

【インターネットによる方法】
インターネット（スマートフォン、パソコン、携帯電話）による議決権行使は、当
社の指定する議決権行使ウェブサイト（https://www.tosyodai54.net）をご利用
いただくことによってのみ可能となります。

１．スマートフォンをご利用の場合
議決権行使書用紙の「お願い」欄に記載された「スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトログインＱＲコード」を読み取ることにより、議決権行使画面案
内に従って議決権を行使することができます。この場合、「議決権行使コード」
及び「パスワード」の入力は不要となります。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度ＱＲコ
ードを読み取り、「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力していただ
く必要があります。（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標で
す。）

２．パソコン又は携帯電話をご利用の場合
上記ＵＲＬにアクセスしていただき、議決権行使書用紙の「お願い」欄に記載
された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用いただき、画面の案
内に従って議決権を行使してください。
なお、バーコード読み取り機能付の携帯電話をご利用の場合、議決権行使書用
紙に記載された「携帯用ＱＲ」を読み取ることにより、議決権行使ウェブサイ
トにアクセスすることができます。

（ご注意）
・インターネットによる議決権行使は、株主様のインターネット利用環境によっ

てはご利用いただけない場合がございます。
・議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、通信料金及びプロバイダへの

接続料金は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先】
株主名簿管理人：東京証券代行株式会社
電話  ０１２０－８８－０７６８（フリーダイヤル）
受付時間  午前９時～午後９時

2021年９月４日（土曜日）０時から９月５日（日曜日）24時までの期間は、シス
テムメンテナンス作業のため、議決権行使ウェブサイトのご利用ができませんの
で、予めご承知おきください。
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臨時株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案　　定款一部変更の件
１．提案の理由
　当社は、2020年３月２日の当社取締役会において決議したＡ種種類株式
の発行並びに第８回及び第９回新株予約権（以下総称して「本新株予約権」
といいます。）の発行及び行使を経て、2020年３月末において債務超過の
解消を実現することができました。その結果、EVO FUND（Cayman 
Islands、代表者：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム、以下「EVO 
FUND」といいます。）は、本日時点においてＡ種種類株式6,799株を保有
しております。しかしながら、Ａ種種類株式は、優先配当と金銭を対価と
した取得請求権が存在するため、将来的に収益が改善し、剰余金が積み増
された際に、株主への配当や追加の設備投資の際の障害になり得ると考え
ておりました。また、現在進めております資本政策で成長投資による事業
性の向上を実現していく中で、今後当社に対し、発行済みのＡ種種類株式
の金銭を対価とする取得請求権が行使されることは、当社の財務状況にと
って望ましいことではないと考えておりました。かかる状況の中、EVO 
FUNDより、2021年６月、Ａ種種類株式について普通株式を対価とした取
得請求権を付与するとともに、その譲渡について当社取締役会の承認を要
しないこととする一方で、金銭を対価とする取得請求権及び優先配当権を
削除する提案を受け、当社で検討した結果、上述の懸念を排除することが
できることから、これに関する定款変更は合理的であると判断いたしまし
た。そのため、普通株式を対価とする取得請求権を追加し、優先配当権及
び金銭を対価とする取得請求権並びに譲渡制限の定めを削除するとともに、
併せて、東京証券取引所の新区分の上場維持基準に対応すべく且つ機動的
な資本政策及び役員、従業員等へのストックオプション付与を可能にする
ため、現行の発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増
加させる定款の一部を変更（以下「本定款変更」といいます。）するもの
であります。
　なお、本定款変更の効力の発生は、本臨時株主総会において本定款変更
の議案が原案どおり承認可決されることに加えて、普通株主様による種類
株主総会及びＡ種種類株主様による種類株主総会それぞれにおいて本定款
変更の議案が原案どおり承認可決されること並びに本新株予約権が行使さ
れた場合に交付されるＡ種種類株主による追加の潜在的な希薄化を避ける
目的で行う本新株予約権の当社による買取り及び消却の効力が発生するこ

－ 4 －



とを条件とするものであります。
　なお、2021年７月末日現在の当社発行済株式総数は、15,166,028株(普
通株式　15,159,229株、Ａ種種類株式6,799株)であります。

２．変更内容
　変更の内容につきましては、以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)
現　行　定　款 変　更　案

(発行可能株式総数)
第6条　当会社の発行可能株式総数は、
5,566万9,712株とし、当会社の発行可能種
類株式総数は、それぞれ次のとおりとす
る。
普通株式　5,566万9,712株
Ａ種種類株式　584万8,887株

(発行可能株式総数)
第6条　当会社の発行可能株式総数は、
6,066万4,112株とし、当会社の発行可能種
類株式総数は、それぞれ次のとおりとす
る。
普通株式　6,066万4,112株
Ａ種種類株式　584万8,887株
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現　行　定　款 変　更　案

(Ａ種種類株式)
第11条の2　当会社の発行するＡ種種類株
式の内容は次のとおりとする。

(Ａ種種類株式)
第11条の2　当会社の発行するＡ種種類株
式の内容は次のとおりとする。

２．　剰余金の配当
(1) Ａ種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基
準日として剰余金の配当をするときは、当
該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準
日」という。)の最終の株主名簿に記載又は
記録されたＡ種種類株式を有する株主(以
下、「Ａ種種類株主」という。)又はＡ種種
類株式の登録株式質権者(Ａ種種類株主と
併せて以下、「Ａ種種類株主等」という。)
に対し、第11条の４第１項に定める支払順
位に従い、Ａ種種類株式１株につき、次号
に定める額の金銭による剰余金の配当(か
かる配当によりＡ種種類株式１株当たりに
支払われる金銭を、以下、「Ａ種優先配当
金」という。)を行う。なお、Ａ種優先配当
金に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ
種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の
端数が生じるときは、当該端数は切り捨て
る。
(2) Ａ種優先配当金の金額
Ａ種優先配当金の額は、Ａ種種類株式１株
当たりの払込金額相当額に、それぞれの半
期事業年度末毎に下記算式により算定され
る年率(以下、「Ａ種優先配当年率」とい
う。)を乗じて算出した額とする(除算は最
後に行い、円位未満小数第２位まで計算
し、その小数第２位を四捨五入する。)
Ａ種優先配当年率＝日本円TIBOR(６か月
物)＋2.5％
「日本円TIBOR(６か月物)」とは、各半期
事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日
の場合はその直前の銀行営業日)(以下、「Ａ
種優先配当年率決定日」という。)の午前11

(削除)
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現　行　定　款 変　更　案

時における日本円６か月物トーキョー・イ
ンター・バンク・オファード・レート(日本
円TIBOR)として一般社団法人全銀協
TIBOR運営機関によって公表される数値
又はこれに準ずるものと認められるものを
指 す も の と す る 。 当 該 日 時 に 日 本 円
TIBOR(６か月物)が公表されていない場
合は、Ａ種優先配当年率決定日(当該日がロ
ンドンにおける銀行休業日の場合にはその
直前のロンドンにおける銀行営業日)にお
い て 、 ロ ン ド ン 時 間 午 前 1 1 時 現 在 の
Reuters3750ページに表示されるロンド
ン・インター・バンク・オファード・レー
ト(ユーロ円LIBOR６か月物(360日ベー
ス)として、インターコンチネンタル取引所
(ICE)によって公表される数値又はこれに
準 ず る と 認 め ら れ る 数 値 を 、 日 本 円
TIBOR(６か月物)に代えて用いるものと
する。なお、Ａ種優先配当金の算出に際し
ては、配当基準日の属する事業年度の初日
(同日を含む。)から当該配当基準日(同日
を含む。)までの期間の実日数につき、１年
を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む
場合は366日)として日割計算を行うものと
する。但し、当該配当基準日の属する事業
年度中の、当該配当基準日より前の日を基
準日としてＡ種種類株主等に対し剰余金を
配当したときは、当該配当基準日に係るＡ
種優先配当金の額は、その各配当における
Ａ種優先配当金の合計額を控除した金額と
する。
(3) 非参加条項
当会社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ
種優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当
額(次号に定める。)の額を超えて剰余金の
配当を行わない。但し、当会社が行う吸収
分割手続の中で行われる会社法第758条第
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現　行　定　款 変　更　案

８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規
定される剰余金の配当又は当会社が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763条第
１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項
第８号ロに規定される剰余金の配当につい
てはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてＡ
種種類株主等に対して行われた１株当たり
の剰余金の配当(当該事業年度より前の各
事業年度に係るＡ種優先配当金につき本号
に従い累積したＡ種累積未払配当金相当額
(以下に定義される。)の配当を除く。)の
総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当
金の額(当該事業年度の末日を基準日とす
る剰余金の配当が行われると仮定した場合
において、第２号に従い計算されるＡ種優
先配当金の額をいう。但し、かかる計算に
おいては、第２号但書の規定は適用されな
いものとして計算するものとする。)に達
しないときは、その不足額は、当該事業年
度(以下、本号において「不足事業年度」と
いう。)の翌事業年度以降の事業年度に累
積する。この場合の累積額は、不足事業年
度に係る定時株主総会(以下、本号において
「不足事業年度定時株主総会」という。)の
翌日(同日を含む。)から累積額がＡ種種類
株主等に対して配当される日(同日を含
む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度
以降の各半期事業年度に係るＡ種優先配当
年率で、１年毎(但し、１年目は不足事業年
度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から
不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を
含む。)までとする。)の複利計算により算
出した金額を加算した金額とする。なお、
当該計算は、１年を365日(但し、当該事業
年度に閏日を含む場合は366日)とし
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現　行　定　款 変　更　案

た日割計算により行うものとし、除算は最
後に行い、円位未満小数第２位まで計算
し、その小数第２位を四捨五入する。本号
に従い累積する金額(以下、「Ａ種累積未払
配当金相当額」という。)については、第11
条の４第１項に定める支払順位に従い、Ａ
種種類株主等に対して配当する。
３．　残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ
種種類株主等に対し、第11条の４第２項に
定める支払順位に従い、Ａ種種類株式１株
につき、Ａ種種類株式１株当たりの払込金
額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及
び第３号定める日割未払優先配当金額を加
えた額(以下、「Ａ種残余財産分配額」とい
う。)の金銭を支払う。但し、本号において
は、残余財産の分配が行われる日(以下、
「分配日」という。)が配当基準日の翌日
(同日を含む。)から当該配当基準日を基準
日とした剰余金の配当が行われる時点まで
の間である場合は、当該配当基準日を基準
日とする剰余金の配当は行われないものと
みなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算
する。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ
種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式
の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ
るときは、当該端数は切り捨てる。

２．　残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ
種種類株式を有する株主（以下、「Ａ種種
類株主」という。）又はＡ種種類株式の登
録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて以
下、「Ａ種種類株主等」という。）に対し、
第11条の４第１項に定める支払順位に従
い、Ａ種種類株式１株につき、Ａ種種類株
式１株当たりの払込金額相当額（以下、「Ａ
種残余財産分配額」という。）の金銭を支
払う。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ
種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式
の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ
るときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項
(省略)

(2) 非参加条項
(現行どおり)

(3) 日割未払優先配当金額
Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配
当金額は、分配日の属する事業年度におい
て、分配日を基準日としてＡ種優先配当金
の支払がなされたと仮定した場合に、第２
項第２号に従い計算されるＡ種優先配当金
相当額とする(以下、Ａ種種類株式１株当た

(削除)
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りの日割未払優先配当金額を「日割未払優
先配当金額」という。)。
４．　議決権
(省略)

３．　議決権
(現行どおり)

５．　金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭対価取得請求権
Ａ種種類株主は、2022年１月10日以降、償
還請求日(以下に定義する。)における分配
可能額(会社法第461条第２項に定める分配
可能額をいう。)(以下、「償還請求可能額」
という。)が正の値であるときに限り、毎月
１日(当該日が取引日でない場合には翌取
引日とする。)を償還請求が効力を生じる
日(以下、「償還請求日」という。)として、
償還請求日の60取引日前までに当会社に対
して書面による通知(撤回不能とする。以
下、「償還請求事前通知」という。)を行っ
た上で、当会社に対して、金銭の交付と引
換えに、その有するＡ種種類株式の全部又
は一部を取得することを請求すること(以
下、「償還請求」という。)ができるものと
し、当会社は、当該償還請求に係るＡ種種
類株式を取得するのと引換えに、法令の許
容する範囲内において、当該償還請求に係
るＡ種種類株式の数に、(i) Ａ種種類株式１
株当たりの払込金額相当額に110％を乗じ
て得られる額並びに(ii)Ａ種累積未払配当
金相当額及び日割未払優先配当金額の合計
額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種類
株主に対して交付するものとする。なお、
本号においては、Ａ種累積未払配当金相当
額の計算及び日割未払優先配当金額の計算
における「残余財産の分配が行われる日」
及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」
と読み替えて、Ａ種累積未払配当金相当額
及び日割未払優先配当金額を計算する。但
し、償還請求日において償還請求がなされ

(削除)
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たＡ種種類株式の取得と引換えに交付する
こととなる金銭の額が、償還請求日におけ
る償還請求可能額を超える場合には、償還
請求がなされたＡ種種類株式の数に応じた
比例按分の方法により、かかる金銭の額が
償還請求可能額を超えない範囲内において
のみ当会社はＡ種種類株式を取得するもの
とし、かかる方法に従い取得されなかった
Ａ種種類株式については、償還請求がなさ
れなかったものとみなす。
(2) 償還請求受付場所
東京証券代行株式会社
(3) 償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前
通知に要する書類が前号に記載する償還請
求受付場所に到達したときに発生する。償
還請求の効力は、当該償還請求事前通知に
係る償還請求日において発生する。

(新設) ４．　普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権(転換権)
Ａ種種類株主は、2021年９月16日以降、当
会社に対し、第４号に定める数の普通株式
の交付と引換えに、その保有するＡ種種類
株式の全部又は一部を取得することを請求
すること(以下、「転換請求」という。)が
できるものとし、当会社は、当転換請求に
係るＡ種種類株式を取得するのと引換え
に、法令上可能な範囲で、第４号に定める
数の普通株式を交付するものとする。
(2) 当初転換価額
当初転換価額は、50円とする。
(3) 転換価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合に
は、それぞれ以下のとおり転換価額を調整
する。
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①普通株式につき株式の分割又は株式無償
割当てをする場合、次の算式により転換価
額を調整する。なお、株式無償割当ての場
合には、次の算式における「分割前発行済
普通株式数」は「無償割当て前発行済普通
株式数（但し、その時点で当会社が保有す
る普通株式を除く。）」、「分割後発行済
普通株式数」は「無償割当て後発行済普通
株式数（但し、その時点で当会社が保有す
る普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替
える。

調整後
転換価額 ＝ 調整前

転換価額 ×
分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後転換価額は、株式の分割に係る基準
日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ず
る日（株式無償割当てに係る基準日を定め
た場合は当該基準日の翌日）以降これを適
用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、
次の算式により転換価額を調整する。

調整後
転換価額 ＝ 調整前

転換価額 ×
併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後転換価額は、株式の併合の効力が生
ずる日以降これを適用する。
③本号（ｄ）に定める普通株式１株当たり
の時価を下回る払込金額をもって普通株式
を発行又は当会社が保有する普通株式を処
分する場合（株式無償割当ての場合、普通
株式の交付と引換えに取得される株式若し
くは新株予約権（新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本号において同
じ。）の取得による場合、普通株式を目的
とする新株予約権の行使による場合又は合
併、株式交換若しくは会社分割により普通
株式を交付する場合を除く。）、次の算式
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(以下、「転換価額調整式」という。)によ
り転換価額を調整する。転換価額調整式に
おける「１株当たりの払込金額」は、金銭
以外の財産を出資の目的とする場合には、
当該財産の適正な評価額とする。調整後転
換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合
には当該払込期間の最終日)の翌日以降、ま
た株主への割当てに係る基準日を定めた場
合は当該基準日(以下、「株主割当日」とい
う。)の翌日以降これを適用する。なお、当
会社が保有する普通株式を処分する場合に
は、次の算式における「新発行株式数」は
「処分株式数」、「自己株式数」は「処分
前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後
転換価額 ＝ 調整前

転換価額 ×

(既発行普通
株式数

－
自己株式数)

＋

新発行
株式数 × １株当たりの

払込金額

時価

(既発行株式数－自己株式数)＋新発行株式数

④当会社に取得をさせることにより又は当
会社に取得されることにより、本号（ｄ）
に定める普通株式１株当たりの時価を下回
る普通株式１株当たりの転換価額をもって
普通株式の交付を受けることができる株式
を発行又は処分する場合（株式無償割当て
の場合を含む。）、かかる株式の　払込期
日（払込期間を定めた場合には当該払込期
間の最終日。以下本④において同じ。）
に、株式無償割当ての場合にはその効力が
生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本④におい
て同じ。）に、また株主割当日がある場合
はその日に、発行又は処分される株式の全
てが当初の条件で取得され普通株式が交付
されたものとみなし､転換価額調整式にお
いて
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「１株当たりの払込金額」としてかかる価
額を使用して計算される額を、調整後転換
価額とする。調整後転換価額は、払込期日
の翌日以降、株式無償割当ての場合にはそ
の効力が生ずる日の翌日以降、また株主割
当日がある場合にはその日の翌日以降、こ
れを適用する。上記にかかわらず、取得に
際して交付される普通株式の対価が上記の
時点で確定していない場合は、調整後転換
価額は、当該対価の確定時点において発行
又は処分される株式の全てが当該対価の確
定時点の条件で取得され普通株式が交付さ
れたものとみなして算出するものとし、当
該対価が確定した日の翌日以降これを適用
する。
⑤行使することにより又は当会社に取得さ
れることにより、普通株式１株当たりの新
株予約権の払込価額と新株予約権の行使に
際して出資される財産(金銭以外の財産を
出資の目的とする場合には、当該財産の適
正な評価額とする。以下本⑤において同
じ。)の合計額が本号(d) に定める普通株
式１株当たりの時価を下回る価額をもって
普通株式の交付を受けることができる新株
予約権を発行する場合(新株予約権無償割
当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の
割当日に、新株予約権無償割当ての場合に
はその効力が生ずる日(新株予約権無償割
当てに係る基準日を定めた場合は当該基準
日。以下本⑤において同じ。)に、また株主
割当日がある場合はその日に、発行される
新株予約権全てが当初の条件で行使され又
は取得されて普通株式が交付されたものと
みなし、転換価額調整式において「１株当
たりの払込金額」として普通株式１株当た
りの新株予約権の払込価額と新株予約権の
行使に際して出資される財産の普通株
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式１株当たりの価額の合計額を使用して計
算される額を、調整後転換価額とする。調
整後転換価額は、かかる新株予約権の割当
日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場
合にはその効力が生ずる日の翌日以降、ま
た株主割当日がある場合にはその翌日以
降、これを適用する。上記にかかわらず、
取得又は行使に際して交付される普通株式
の対価が上記の時点で確定していない場合
は、調整後転換価額は、当該対価の確定時
点において発行される新株予約権全てが当
該対価の確定時点の条件で行使され又は取
得されて普通株式が交付されたものとみな
して算出するものとし、当該対価が確定し
た日の翌日以降これを適用する。但し、本
⑤による転換価額の調整は、当会社又は当
会社の子会社の取締役、監査役又は従業員
に対してストック・オプション目的で発行
される普通株式を目的とする新株予約権に
は適用されないものとする。
(b) 本号(a) に掲げた事由によるほか、以
下の①乃至③のいずれかに該当する場合に
は、当会社はＡ種種類株主等に対して、あ
らかじめ書面によりその旨ならびにその事
由、調整後転換価額、適用の日及びその他
必要な事項を通知したうえ、転換価額の調
整を適切に行うものとする。
①　合併、株式交換、株式交換による他の
株式会社の発行済株式の全部の取得、株式
移転、株式交付、吸収分割、吸収分割によ
る他の会社がその事業に関して有する権利
義務の全部若しくは一部の承継又は新設分
割のために転換価額の調整を必要とすると
き。
②　転換価額を調整すべき事由が２つ以上
相接して発生し、一方の事由に基づく調整
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後の転換価額の算出に当たり使用すべき時
価につき、他方の事由による影響を考慮す
る必要があるとき。
③　その他、発行済普通株式数(但し、当会
社が保有する普通株式の数を除く。)の変
更又は変更の可能性を生ずる事由の発生に
よって転換価額の調整を必要とするとき。
(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な
場合は、円位未満小数第２位まで算出し、
その小数第２位を四捨五入する。
(d) 転換価額調整式に使用する普通株式１
株当たりの時価は、調整後転換価額を適用
する日に先立つ45取引日目に始まる連続す
る30取引日のVWAPの平均値とする。
(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結
果、調整後転換価額と調整前転換価額との
差額が0.1円未満にとどまるときは、転換価
額の調整はこれを行わない。但し、本(e) 
により不要とされた調整は繰り越されて、
その後の調整の計算において斟酌される。
(4) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
Ａ種種類株式の取得と引換えに交付すべき
普通株式の数は、Ａ種種類株式１株当たり
の払込金額である193,000円に転換請求に
係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額
を第２号及び第３号において定める転換価
額で除して得られる数とする。Ａ種種類株
式の取得と引換えに交付すべき普通株式の
数に１株未満の端数が生じたときは、これ
を切り捨てるものとする。なお、当該端数
については会社法第167条第３項によって
端数相当額の代金が交付される。
(5) 転換請求受付場所
東京証券代行株式会社　本店
(6) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求に要する書類
が第５号に記載する転換請求受付場所に到
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達したとき又は当該書類に記載された効力
発生希望日のいずれか遅い時点に発生す
る。

６．　金銭を対価とする取得条項
当会社は、2021年１月10日以降、金銭対価
償還日(以下に定義される。)の開始時にお
いて、当会社の取締役会が別に定める日(以
下、「金銭対価償還日」という。)が到来す
ることをもって、Ａ種種類株主等に対し
て、金銭対価償還日の60取引日前までに書
面による通知(撤回不能とする。)を行った
上で、法令の許容する範囲内において、金
銭を対価として、Ａ種種類株式の全部又は
一部を取得することができる(以下、「金銭
対価償還」という。)ものとし、当会社は、
当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を取
得するのと引換えに、当該金銭対価償還に
係るＡ種種類株式の数に、(i) Ａ種種類株式
１株当たりの払込金額相当額に110％を乗
じて得られる額並びに(ii)Ａ種累積未払配
当金相当額及び日割未払優先配当金額の合
計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種
類株主に対して交付するものとする。な
お、本項においては、Ａ種累積未払配当金
相当額の計算及び日割未払優先配当金額の
計算における「残余財産の分配が行われる
日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価
償還日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当
金相当額及び日割未払優先配当金額を計算
する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類
株式の取得と引換えに交付する金銭に１円
に満たない端数があるときは、これを切り
捨てるものとする。なお、Ａ種種類株式の
一部を取得するときは、按分比例の方法に
よる。

５．　金銭を対価とする取得条項
当会社は、2021年１月10日以降、金銭対価
償還日（以下に定義される。）の開始時に
おいて、当会社の取締役会が別に定める日
（以下、「金銭対価償還日」という。）が
到来することをもって、Ａ種種類株主等に
対して、金銭対価償還日の60取引日前まで
に書面による通知（撤回不能とする。）を
行った上で、法令の許容する範囲内におい
て、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全
部又は一部を取得することができる（以
下、「金銭対価償還」という。）ものとし、
当会社は、当該金銭対価償還に係るＡ種種
類株式を取得するのと引換えに、当該金銭
対価償還に係るＡ種種類株式の数にＡ種種
類株式１株当たりの払込金額相当額に
110％を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種
類株主に対して交付するものとする。な
お、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の取
得と引換えに交付する金銭に１円に満たな
い端数があるときは、これを切り捨てるも
のとする。なお、Ａ種種類株式の一部を取
得するときは、按分比例の方法による。
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７．　譲渡制限
Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、
当会社の取締役会の承認を受けなければな
らない。

(削除)

８．　自己株式の取得に際しての売主追加
請求権の排除
(省略)

６．　自己株式の取得に際しての売主追加
請求権の排除
(現行どおり)

(株式の併合又は分割、募集株式の割当て
等)
第11条の3
(省略)

(株式の併合又は分割、募集株式の割当て
等)
第11条の3
(現行どおり)

(優先順位)
第11条の4　Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払
配当金相当額、及び普通株式を有する株主
(以下、「普通株主」という。)又は普通株
式の登録株式質権者(以下、普通株主とあわ
せて「普通株主等」と総称する。)に対する
剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払
配当金相当額が第１順位、Ａ種優先配当金
が第２順位、普通株主等に対する剰余金の
配当が第３順位とする。
２．　Ａ種種類株式及び普通株式に係る残
余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式
に係る残余財産の分配を第１順位、普通株
式に係る残余財産の分配を第２順位とす
る。
３．　当会社が剰余金の配当又は残余財産
の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配
当又は残余財産の分配を行うために必要な
総額に満たない場合は、当該順位の剰余金
の配当又は残余財産の分配を行うために必
要な金額に応じた比例按分の方法により剰
余金の配当又は残余財産の分配を行う。

(優先順位)
第11条の4　(削除)

Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余財産
の分配の支払順位は、Ａ種種類株式に係る
残余財産の分配を第１順位、普通株式に係
る残余財産の分配を第２順位とする。

２．　当会社が残余財産の分配を行う額
が、ある順位の残余財産の分配を行うため
に必要な総額に満たない場合は、当該順位
の残余財産の分配を行うために必要な金額
に応じた比例按分の方法により残余財産の
分配を行う。
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第２号議案　　取締役１名選任の件
当社において、資金的なサポートと今後の事業展開においてEVO FUND

グループと広く連携等の取り組みが期待されること及び経営体制の一層の
強化を図るため、取締役１名の選任をお願いするものであります。

　
ふ り が な
氏　　　　　名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する
当 社 の
株 式 数

　Michael・Lerch
マイケル・ラーチ
(1971年１月20日)

【新任】

1994年１月 Kidder, Peabody & Co.
アシスタント・エクイティ・デリ
バティブ・トレーダー

－株

1994年９月 ING Barings
エクイティ・デリバティブ・トレ
ーダー

1996年６月 メリルリンチ証券会社
エクイティ・デリバティブ・トレ
ーディング責任者

1998年３月 Credit Agricole Securities 
Asia B.V.
エクイティ・トレーディング及び
ストラクチャリング責任者

2000年３月 リーマン・ブラザーズ証券株式会
社
プログラム・トレーディング共同
責任者

2002年５月 E v o l u t i o n  C a p i t a l  
Management LLC (Evolution 
Financial Group)
創業者兼最高投資責任者(現任)

2006年12月 EVO FUND
代表者兼ディレクター(現任)

【選任理由】
マイケル・ラーチ氏を取締役候補者とした理由は、複数の投資会社を経営する経営
者であり、これまでに培われた豊富な会社経営経験が今後の当社事業の発展に貢献
することが期待されるものと判断したものです。

（注）取締役候補者のマイケル・ラーチ氏はA種種類株主であるEVO FUNDの代表者
兼ディレクターであり、Evolution Financial Groupの創業者兼最高投資責任者
です。

以上
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普通株主様による種類株主総会参考書類
議案及び参考事項

議案　　定款一部変更の件
　臨時株主総会参考書類に記載の第１号議案「定款一部変更の件」の内容
と同一であります。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会　場　東京都千代田区五番町一丁目10番

市ヶ谷大郷ビル６Ｆ
ＡＰ市ヶ谷　Ｃルーム
電話03-3511-3109

■電車をご利用の場合
・｢市ヶ谷駅｣(ＪＲ線)出口より徒歩1分。
・｢市ヶ谷駅｣(有楽町線･南北線・新宿線)2番出口より徒歩1分。

◎株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は取りやめさせていただいておりま
す。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

◎会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。


